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告 示 

 

鳥取県告示第 826 号 

平成 18 年９月定例県議会で 10 月 11 日に議決された平成 18 年度鳥取県一般会計補正予算は、次のとおりであ

る。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

平成18年度鳥取県一般会計補正予算 

 平成18年度鳥取県の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,439,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ379,837,209千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の追加は、「第２表継続費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

款　 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 1,623,430 7,803 1,631,233

２ 負 担 金 1,327,328 7,803 1,335,131

９ 国 庫 支 出 金 50,382,620 2,679,232 53,061,852

１ 国 庫 負 担 金 15,678,569 1,138,673 16,817,242

２ 国 庫 補 助 金 33,841,534 1,538,482 35,380,016

３ 委 託 金 862,517 2,077 864,594

10 財 産 収 入 832,078 55,081 887,159

１ 財 産 運 用 収 入 565,484 81 565,565

２ 財 産 売 払 収 入 266,594 55,000 321,594

11 寄 附 金 101,000 13,000 114,000

１ 寄 附 金 101,000 13,000 114,000

13 繰 越 金 363,492 703,534 1,067,026

１ 繰 越 金 363,492 703,534 1,067,026

14 諸 収 入 44,249,304 34,892 44,284,196

５ 受 託 事 業 収 入 890,153 1,300 891,453

８ 雑 入 2,067,317 33,592 2,100,909

15 県 債 54,907,000 946,000 55,853,000

１ 県 債 54,907,000 946,000 55,853,000

375,397,667 4,439,542 379,837,209　　　　　　歳　　　入　　　合　　　計

 



  平成 18 年 11 月 21 日 火曜日     鳥 取 県 公 報              第 7841 号   

- 4 - 

　歳　　　出

款　 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

１ 議 会 費 973,972 2,108 976,080

１ 議 会 費 973,972 2,108 976,080

２ 総 務 費 24,303,306 564,709 24,868,015

１ 総 務 管 理 費 14,714,014 233,377 14,947,391

２ 企 画 費 4,460,963 314,705 4,775,668

４ 市 町 村 振 興 費 1,661,964 16,627 1,678,591

３ 民 生 費 35,818,557 △ 84,743 35,733,814

１ 社 会 福 祉 費 25,243,000 △ 86,743 25,156,257

２ 児 童 福 祉 費 8,810,155 2,000 8,812,155

４ 衛 生 費 10,011,750 6,884 10,018,634

１ 公 衆 衛 生 費 2,308,223 804 2,309,027

２ 環 境 衛 生 費 2,378,581 2,949 2,381,530

４ 医 薬 費 3,999,527 3,131 4,002,658

５ 労 働 費 1,138,630 55,000 1,193,630

１ 労 政 費 383,142 55,000 438,142

６ 農 林 水 産 業 費 38,843,560 △ 186,650 38,656,910

２ 畜 産 業 費 1,760,673 △ 1,748 1,758,925

３ 農 地 費 12,501,635 71,000 12,572,635
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４ 林 業 費 13,798,808 △ 174,232 13,624,576

５ 水 産 業 費 2,489,654 △ 81,670 2,407,984

７ 商 工 費 31,660,196 50,598 31,710,794

２ 工 鉱 業 費 5,502,826 30,598 5,533,424

３ 観 光 費 673,408 20,000 693,408

８ 土 木 費 60,315,388 △ 936,287 59,379,101

２ 道 路 橋 り ょ う 費 32,676,859 △ 468,000 32,208,859

３ 河 川 海 岸 費 14,419,959 △ 387,011 14,032,948

４ 港 湾 費 4,255,455 △ 6,339 4,249,116

５ 都 市 計 画 費 4,316,130 △ 79,000 4,237,130

６ 住 宅 費 3,086,773 4,063 3,090,836

９ 警 察 費 19,021,762 10,984 19,032,746

１ 警 察 管 理 費 17,025,177 10,984 17,036,161

10 教 育 費 69,633,968 77,724 69,711,692

１ 教 育 総 務 費 4,901,967 67,639 4,969,606

４ 高 等 学 校 費 16,917,580 10,085 16,927,665

11 災 害 復 旧 費 6,287,895 4,879,215 11,167,110

１
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費 1,891,620 847,000 2,738,620

２
土 木 施 設
災 害 復 旧 費 4,396,275 4,032,215 8,428,490

375,397,667 4,439,542 379,837,209歳　　　出　　　合　　　計
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　第２表　継続費補正

 　　　　追　　　加

款 項 事　　業　　名 総　　　　額 年　度 年　　　割　　　額

千円 千円

２　総　　　務　　　費２　企　　画　　費 786,764 18 314,705

19 264,660

20 207,399

１０　教　　育　　費 ４　高等学校費 545,273 18 10,085

 19 336,717

20 198,471

鳥取県立県民文化会
館音響・照明設備改
修事業費

倉吉西高等学校体育
館整備費
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　第３表　債務負担行為補正

　　　追　　　加

事　　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　度　　額

千円

地 域 交 通 機 能 形 成 支 援 事 業 費
平成１９年度から
平成２０年度まで

315,533

鳥取砂丘新発 見伝 事業 費負 担金 　　　　平成１９年度 15,000

幹 線 道 路 網 調 査 費 　　　　平成１９年度 35,000

鳥 取 警 察 署 庁 舎 清 掃 業 務 委 託
平成１９年度から
平成２０年度まで

15,484
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　　　変　　　　　更

事　　　　項 期　　　間 限　度　額 事　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

平成１９年度 平成１９年度
コンビニ納税
収納代行
委託

１件当たり６７．８
円に収納取扱件
数を乗じて得た
額

コンビニ納税
収納代行
委託

１件当たり72円
に収納取扱件数
を乗じて得た額
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第４表　地方債補正

限 度 額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

限 度 額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円 千円

土 地 改 良 費 1,600,000 1,647,000

治 山 費 789,000 723,000

道 路 橋 り ょ う
維 持 費

2,564,000 1,993,000

道 路 橋 り ょ う
新 設 改 良 費

6,419,000 6,756,000

河 川 改 良 費 1,774,000 1,608,000

海 岸 保 全 費 187,000 175,000

港 湾 建 設 費 252,000 247,000

街 路 事 業 費 998,000 1,122,000

高 等 学 校 施 設
設 備 整 備 費

2,292,000 2,295,000

林 道 施 設
災 害 復 旧 費

15,000 27,000

建 設 災 害 復 旧費 1,213,000 2,417,000

教 育 財 産 管 理費 0 39,000

計 54,907,000 55,853,000

起債の目的
補　　　正　　　前 補　　　　　正　　　　　後

証書借入れ
又は証券発
行の方法に
より財政融
資資金その
他より借入
れするものと
する。ただ
し、事業又
は県財政の
都合により起
債額の全部
又は一部を
翌年度に繰
り延べて起
債することが
できる。

10％以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金及
び公営企
業金融公
庫資金に
ついて、
利率の見
直しを
行った後
において
は、当該
見直し後
の利率）

借入年度から１
年すえ置き、じ
後29年度間に
償還するものと
する。ただし、
県財政その他
の都合によりす
え置き及び償
還年限を短縮
又は延長して
起債し、あるい
はすえ置き又
は償還期間中
であっても償還
年限を短縮し、
延長し、又は
繰上償還を行
い、若しくは借
換えすることが
できるものとす
る。
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鳥取県告示第 827 号 

平成18年９月定例県議会で10月11日に議決された平成18年度鳥取県収入証紙特別会計補正予算は、次のとおり

である。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

平成18年度鳥取県収入証紙特別会計補正予算 

   平成18年度鳥取県の収入証紙特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

3,316,864千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 繰 越 金 64,578 300 64,878

１ 繰 越 金 64,578 300 64,878

歳 入 合 計 3,316,564 300 3,316,864
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

２ 諸 支 出 金 1,000 300 1,300

１ 償 還 金 1,000 300 1,300

歳 出 合 計 3,316,564 300 3,316,864
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鳥取県告示第 828 号 

平成18年９月定例県議会で10月11日に議決された平成18年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算は、次のと

おりである。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

平成18年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算 

（総 則） 

第１条 平成18年度鳥取県営工業用水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 平成18年度鳥取県営工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正する。 

    （科  目）       （既決予定額）   （補正予定額）    （ 計 ） 

               収      入 

 第１款 工業用水道事業収益    810,328千円     3,481千円    813,809千円 

  第２項 営業外収益        164,709千円     3,481千円    168,190千円 

               支      出 

 第１款 工業用水道事業費     905,957千円        6,555千円       912,512千円 

  第１項 営 業 費 用     708,331千円        6,555千円       714,886千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

    （科  目）       （既決予定額）   （補正予定額）    （ 計 ） 

               収      入 

 第１款 資本的収入         299,880千円         29,924千円      329,804千円 

  第４項 工事補償費          0千円        29,924千円       29,924千円 

                支      出 

 第１款 資本的支出         486,411千円        29,924千円      516,335千円 

  第１項 建設改良費       173,750千円        29,924千円      203,674千円 

                                                   

 

鳥取県告示第 829 号 

平成18年９月定例県議会で10月11日に議決された平成18年度鳥取県営病院事業会計補正予算は、次のとおりで

ある。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

      平成18年度鳥取県営病院事業会計補正予算 

 （総 則） 

 第１条 平成18年度鳥取県営病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 

（債務負担行為の補正） 
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 第２条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。 

     事     項        期   間       限 度 額 

  厚生病院検査室機器総合リース   平成19年度から        379,995千円 

    事業費                           平成23年度まで 

                                                   

 

鳥取県告示第 830 号 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 29 条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者を

指定したので、同法第 51 条の規定により次のとおり告示する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県西部総合事務所長 大 西 喜 久 子   

 

名 称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

行う事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サ

ービスの種

類 

指定年月日 

医療法人社団

ＦＯＬ 

米子市富益町

3533－２ 

とみます外科プラ

イマリーケアクリ

ニック 

米子市富益町3533－

２ 

生活介護 平成18年10月

１日 

社会福祉法人

あしーど 

米子市道笑町

二丁目126 

ワークセンターあ

いえる 

米子市旗ヶ崎七丁目

１－３ 

就労移行支

援、就労継続

支援 

〃 

〃 〃 くりっく 米子市錦町一丁目80 就労継続支

援 

〃 

〃 〃 デイセンターはみ

んぐ 

米子市東福原五丁目

６－25 

生活介護、自

立訓練 

〃 

                                                   

 

鳥取県告示第 831 号 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 32 条第１項の規定に基づき、指定相談支援事業者を指定した

ので、同法第 51 条の規定により次のとおり告示する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県西部総合事務所長 大 西 喜 久 子   

 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る相談支援事

業を行う事業所の名称

指定に係る相談支援事業

を行う事業所の所在地 
指定年月日 

社会福祉法人

養和会 

米子市上後藤八

丁目９－23 

相談支援事業所エポッ

ク翼 

米子市米原 1460－７ 平成18年10月１日

特定非営利活

動法人すてっ

ぷ 

米子市道笑町二

丁目 126 

障害者生活支援センタ

ーすてっぷ 

米子市道笑町二丁目 126

－４ 〃 

                                                   

 

鳥取県告示第 832 号 
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生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第１項の規定に基づき、介護機関を指定したので、同法第

55 条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

１ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所の

所在地 

居宅介護事業所

の名称 

居宅介護事業所

の所在地 

居宅介護事業

の種類 
指定年月日 

社会福祉法人

地域でくらす

会 

米子市内町 122 デイサービスセ

ンターいくのさ

ん家 

鳥取市湖山町西

二丁目 237－２ 

認知症対応型

通所介護 

平成 18 年４月

１日 

〃 〃 

いくのさん家分

所介護ホーム季

楽々 

鳥取市湖山町北

一丁目 664 〃 〃 

有限会社ウエ

ヤマ 

鳥取市美萩野一

丁目 118－22 

あおぞら薬局 鳥取市桜谷 367

－２ 

居宅療養管理

指導 

平成18年11月

１日 

 

２ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所の

所在地 

介護予防事業

所の名称 

介護予防事業所の

所在地 

介護予防事業

の種類 
指定年月日 

株式会社ケア

スタッフ 

米 子 市 両 三 柳

138－１ 

ヘルパーステ

ーションハッ

ピーネットワ

ーク米子 

米子市両三柳 138

－１ 

介護予防訪問

介護 

平成 18 年４月

１日 

社会福祉法人

こうほうえん 

境 港 市 誠 道 町

2083 

通所介護事業

所なんぶ幸朋

苑 

米子市石井 1238 介護予防通所

介護 〃 

社会福祉法人

地域でくらす

会 

米子市内町 122 デイサービス

センターいく

のさん家 

鳥取市湖山町西二

丁目 237－２ 

介護予防認知

症対応型通所

介護 

〃 

〃 〃 

いくのさん家

分所介護ホー

ム季楽々 

鳥取市湖山町北一

丁目 664 〃 〃 

株式会社キン

タカふくしサ

ービスセンタ

ー 

西伯郡大山町末

長 262－３ 

株式会社キン

タカふくしサ

ービスセンタ

ー 

西伯郡大山町末長

262－３ 

介護予防福祉

用具貸与 
〃 

 

３ 特定福祉用具販売事業者 

名称 
主たる事務所の所

在地 

特定福祉用具販売

事業所の名称 

特定福祉用具販売事業所

の所在地 
指定年月日 
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株式会社キン

タカふくしサ

ービスセンタ

ー 

西伯郡大山町末長

262－３ 

株式会社キンタカ

ふくしサービスセ

ンター 

西伯郡大山町末長 262－

３ 

平成 18 年４月１日

 

４ 地域包括支援センター 

名称 
主たる事務所の所在

地 

介護予防支援事業所

の名称 

介護予防支援事業所の

所在地 
指定年月日 

医療法人養和

会 

米子市上後藤三丁目

５－１ 

米子市後藤ヶ丘地域

包括支援センター 

米子市義方町１－15 平成 18 年４月１日

社会福祉法人

こうほうえん 

境港市誠道町 2083 

 

米子市尚徳地域包括

支援センター 

米子市石井 1238 
〃 

〃 〃 
米子市加茂地域包括

支援センター 

米子市両三柳 4543－30 
〃 

社会福祉法人

博愛会 

米子市一部 555 米子市箕蚊屋地域包

括支援センター 

米子市一部 555 
〃 

医療法人厚生

会 

米子市彦名町 1250 米子市湊山地域包括

支援センター 

米子市茶町 25 
〃 

医療法人同愛

会 

米子市両三柳 1880 米子市福米地域包括

支援センター 

米子市新開四丁目 11－

13 
〃 

 

５ 特定介護予防福祉用具販売事業者 

名称 
主たる事務所の所在

地 

特定介護予防福祉用

具販売事業所の名称

特定介護予防福祉用具

販売事業所の所在地 
指定年月日 

株式会社キン

タカふくしサ

ービスセンタ

ー 

西伯郡大山町末長

262－３ 

株式会社キンタカふ

くしサービスセンタ

ー 

西伯郡大山町末長 262

－３ 

平成 18 年４月１日

                                                   

 

鳥取県告示第 833 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第４項において準用する同法第 50 条の２の規定に基づき、

指定介護機関から名称及び所在地を変更した旨の届出があったので、同法第 55 条の２の規定により次のとおり告

示する。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

名称 
主たる事務所の所在

地 
居宅介護事業所の名称

居宅介護事業所の所

在地 
変更年月日 

株式会社キンタカ

ふくしサービスセ

ンター 

西伯郡大山町末長

262－３ 

株式会社キンタカふく

しサービスセンター 

西伯郡大山町末長

262－３ 

平成 18 年７月

１日 
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鳥取県告示第 834 号 

介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第 37 条の７第１項の規定に基づき、調査員養成研修を行う者を

指定したので、同条第６項の規定により、次のとおり告示する｡ 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博 

 

名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

有限会社保健情報サービス 米子市車尾六丁目２－22 平成18年11月８日 

                                                   

 

鳥取県告示第 835 号 

家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 13 条第１項の規定に基づき、次のとおり家畜伝染病が発生し

た旨の届出があったので、同条第４項の規定により告示する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博 

 

家畜伝染病の種類 家畜の種類 区分 頭数 発生場所 発生年月日 

ヨーネ病 牛 患畜 １ 東伯郡琴浦町 平成18年11月14日

                                                   

 

鳥取県告示第 836 号 

鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例（平成 16 年鳥取県条例第 32 号）第７条第１

項の規定に基づき、次の放置自動車を廃物として認定するので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

放置されていた場所 放置自動車の車名 塗色 その他放置自動車を特定する事項 

米子市旗ヶ崎 2002－１ 

（米子港野積場） 

スバル 

サンバー 

グレー なし 

                                                   

公 告 

 

採石法（昭和 25 年法律第 291 号）第 33 条の規定に基づき、採取計画の認可をしたので、鳥取県採石条例（平

成 15 年鳥取県条例第 72 号）第 12 条の規定により次のとおり公表する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県県土整備部治山砂防課長 山 田 和 成   
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認可の内容 

氏名（名称及び

代表者の氏名） 

住所（主たる

事務所の所在

地） 

採石場の所在地

及び面積 

採取をする岩

石の種類及び

数量 

認可の期間 
認可年月日 

山正建設有限

会社 

代表取締役 

山根 秀寿 

鳥取市河原町

長瀬28 

鳥取市用瀬町屋

住字長土呂536

外３筆 

（20,294.74平

方メートル） 

花崗
こう

岩 

（136,940.08

立方メートル）

平成18年10月23日

から平成23年10月

22日まで 

平成18年10月

23日 

                                                   

 

 砂利採取法（昭和 43 年法律第 74 号）第 16 条の規定に基づき、採取計画の認可をしたので、鳥取県砂利採取条

例（平成 15 年鳥取県条例第 73 号）第 11 条の規定により次のとおり公表する。 

 

平成 18 年 11 月 21 日 

鳥取県県土整備部治山砂防課長 山 田 和 成   

 

認可の内容 

氏名（名称及び

代表者の氏名） 

住所（主たる

事務所の所在

地） 

砂利採取場の所

在地及び面積 

採取をする砂

利の種類及び

数量 

認可の期間 
認可年月日 

有限会社パイ

プフレンド 

代表取締役 

千馬 幹男 

鳥取市湖山町

北三丁目 468 

鳥取市伏野字砂

浜 2259－37、 

2259－38 

（5,284.86 平方

メ－トル） 

砂 （ 7,345.20

立方メートル）

 

平成 18 年 10 月６

日から平成 19 年

10 月５日まで 

 

平成18年10月

６日 

                                                   

雑 報 

 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 13 条の５第１項の規定に基づき、鳥取県知事の委任に係る危険物取扱者

試験を次のとおり実施する。 

 

   平成 18 年 11 月 21 日 

財団法人消防試験研究センター理事長    白 谷 祐 二   

 

１  試験の種類及び日時 

試験の種類 日時 

乙種第４類危険物取扱者試験 平成 19 年１月 28 日（日）午前 10 時 15 分から 

 

２  試験の場所 

    鳥取市東町一丁目 220         鳥取県庁講堂 

    倉吉市山根 529－２       鳥取県立倉吉体育文化会館大研修室 

    米子市古豊千 520               米子職業能力開発促進センター大教室 

    米子市末広町 74                米子コンベンションセンター第７会議室 
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３  受験願書の受付期間 

    平成 18 年 11 月 24 日（金）から同年 12 月８日（金）まで（郵送による場合は、同日までの消印のあるもの

に限り受け付ける。） 

４  受験願書の提出先 

    〒680－0011  鳥取市東町一丁目 271 鳥取県庁第二庁舎４階 

    財団法人消防試験研究センター鳥取県支部（持参又は郵送によること。） 

５  受験手数料及び納付方法 

    受験手数料は、3,400 円とし、所定の方法により納付すること。 

６  その他 

  (１)  受験願書の用紙は、財団法人消防試験研究センター鳥取県支部、鳥取県防災局消防課、各消防局及   

び各地区危険物保安協会において交付する。 

  (２) 試験の詳細については、財団法人消防試験研究センター鳥取県支部（電話 0857－26－8389）に照会   

すること。   


